
下水道排水設備指定工事店【新規】指定申請提出書類チェック表

申請日 令和　　　年　　　月　　　日

申請者　 住　　　所：

工事店名：

注意事項 チェック

1 （様式第1号）
※兵庫県内に営業所があることが
必要 ○

2 （様式第2号） ○

3 住民票（写し）
※発行から３ヶ月以内のもの
※マイナンバーの記載がないもの ○

定款 -

登記簿謄本 ※発行から３ヶ月以内のもの

営業所の平面図及び写真並びに付近見取図 （様式第3号） ○

営業所の写真 ※内部・外部の状況が分かるもの

機械器具を有することを証する書類 （様式第4号）
※第４号様式下欄にある種別（３種）
ほか工事の施行に必要な機械器具
を保持しているか確認

○

機械器具の写真
※書類に記載した機械器具の状態
が分かる写真

申告書（宍粟市に係る市税等完納について） （別紙1） ○

会社名義
※直近に発行したもの
※該当しなければ不要

代表者名義
※直近に発行したもの
※該当しなければ不要

会社名義
※直近に発行したもの
※該当しなければ不要

代表者名義
※直近に発行したもの
※該当しなければ不要

8 選任責任技術者名簿 （別紙2） ※責任技術者が複数の場合に提出 ○

9 選任責任技術者の責任技術者証（写し）
※責任技術者の登録が同時の場合
は省略可

手数料 新規：５０，０００円
※指定工事店証交付前に納入通知
書により納付（申請後に請求）

4 【法人工事店の場合】

項　　　　目

下水道排水設備指定工事店指定申請書

誓約書
（条例第6条の3第1項第4号アからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類）

【個人工事店の場合】

5

6

7

完納証明書（税務課）

完納証明書（水道管理課）



宍粟市下水道排水設備指定工事店規則
様式第1号（第2条関係）

　　宍　粟　市　長　　様

ふ り が な

営 業 所 名 及 び 所 在 地

ふ り が な

代 表 者

〔添付書類〕

1

（様式第２号）

2 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図（様式第３号）

3 工事の施工に必要な機械器具を有していることを証する書類（様式第４号）と写真

4 個人の場合は、申請者の住民票の写し又は外国人登録証明書

5 法人の場合は、定款及び登記簿の謄本

6 申告書（別紙１）

7 選任責任技術者名簿（別紙２）及び責任技術者証の写し

8 交付している指定工事店証

（注）　指定の更新の場合には、「営業所名」は「指定工事店名（商号）」と読み替える。
（注）　選任責任技術者名簿(別紙２)については、複数登録の場合に使用する。

令和　　　年　　　月　　　日

下水道排水設備指定工事店指定申請書

（　新規  ・ 更新　）

電話　　　　　（　　　　） 　　　　　※

条例第６条の３第１項第４号アからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

選任責任技術者

（氏名及び登録番号） 第　　　　　　　号

申
　
　
　
請
　
　
　
者

e-mail　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※



宍粟市下水道排水設備指定工事店規則
様式第2号（第2条関係）

　下水道排水設備指定工事店申請者及びその役員は、宍粟市下水道条例第６条の３第１項第４号

アからオまで及び宍粟市暴力団排除推進条例第２条第１項第３号、第４号のいずれにも該当しない

者であることを誓約します。

　宍　粟　市　長　　様

（注）

※1 宍粟市下水道条例第６条の３第１項第４号

ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

イ 第６条の13第１項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から２年を経過しない者

ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある者

エ

オ 法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者があるもの

※2 宍粟市暴力団排除推進条例第2条第1項第3号

暴力団員　法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

※3 宍粟市暴力団排除推進条例第2条第1項第4号

暴力団密接関係者　暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者で、次のいずれかに該当するものをいう。

ア

イ

ウ

(ア)

(イ) 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益の供与をする行為

(ウ)

エ アからウまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを利用している事業者

(ア)又は(イ)に揚げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認
められる行為

新規指定の場合以外は、「営業所名」は「指定工事店名（商号）」と、「営業所所在地」は「指定工事店所在
地」と読み替える。

心身の故障により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むにあたって必要な認知、判断及び意
思疎通を適切に行うことができない者

暴力団員が役員（法第9条15号ロに規定する役員をいう。以下同じ。）として、又は実質的に経営に関与し
ている事業者

暴力団員を業務に関して監督する責任を有する（役員を除く。以下「監督責任者」という。）として使用し、
又は代理人として選任している事業者。

次に挙げる行為をした事業者ただし、事業者が法人である場合にあっては、役員又は監督責任者が当該
行為をした事業者に限る。

自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害をあたえる目的を持って、暴力団の
威力を利用する行為

代　表　者

誓　　　　　　　約　　　　　　　書

令和　　　年　　　月　　　日

申　請　者

営　業　所　名

営業所所在地



宍粟市下水道排水設備指定工事店規則
様式第3号（第2条関係）

　平　面　図

㎡

　付近見取図

（注）

1

2

3

4 新規指定の場合以外は、「営業所」は「指定工事店」と読み替える。

営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

面　積

平面図は、開口及び奥行の寸法、机の配置状況等を記入すること。

営業所の写真は、外部及び内部の状況がわかるもの数枚を添付すること。

付近見取図は、主な目標を入れてわかりやすく記入すること。



宍粟市下水道排水設備指定工事店規則
様式第4号（第2条関係）

機械機器を有することを証する書類

種 別 名 称 型 式 、 性 能 数 量 備 考

令和　　　年　　　月　　　日現在

（注）種別の欄には「管の切断用の機械器具」、「管の加工用の機械器具」、「接合用の機械器具」の別を記入
すること。写真を添付してください。



別紙１

〔 完納証明書添付 ・ 該当しない 〕 【会社】

〔 完納証明書添付 ・ 該当しない 〕 【代表者】

上下水道料金及び負担金・手数料等 〔 完納証明書添付 ・ 該当しない 〕 【会社】

〔 完納証明書添付 ・ 該当しない 〕 【代表者】

※会社と代表者それぞれの名義がある場合、完納証明書は名義毎に必要となります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　宍　粟　市　長　　様

住　所

氏　名

（法人にあっては代表者名）

令和　　　年　　　月　　　日

申請者

申　　　告　　　書

市税及び国民健康保険税

●税務課にて証明書交付

●水道管理課にて証明書交付

　私は、今回宍粟市下水道排水設備指定工事店規則の規定に基づき、指定
工事店の（　新規　・　 更新　）指定を受けるにあたり、申請に伴う添付
書類のうち宍粟市に係わる市税等の証明について、次のとおり申告いたし
ます。



別紙２

商 号

営 業 所 所 在 地

電 話 番 号

代 表 者 氏 名

選任者氏名 住　　　　　所 登録番号 備考

（添付書類）

　責任技術者証の写し（登録・更新が同時期で技術者証がない場合は不要）

選任責任技術者名簿

（選任責任技術者が複数の場合はこの用紙に記入してください）


